
【【医医療療検検査査学学科科】】レレポポーートト作作成成方方法法及及びび評評価価ににつついいてて

〔レポートの作成方法〕

１．ボールペンで書くこと 鉛筆書きは不可 。

２．表紙には実習名、実習タイトル 項目名 、実習日とその日の天候、気温、湿度、学

籍番号、氏名及び共同実習者の氏名を記入すること。

３．レポートの書式は担当教員の指示に従うこと。

４．目的、原理、材料、方法、結果、考察、課題の解答の順番に作成すること。

５．簡潔明瞭に書き、内容の重複は避けること。

６．最後に参考文献 著者名、論文タイトル又は書籍名、雑誌名、発行年、巻、参照ペー

ジ を記載し、レポートの該当する箇所に括弧付きの番号を記すこと。

例

【本文】

…しかしこの現象は内的要因のみならず、その周囲の環境要因等からも様々な影

響を受けるため、決して一定ではないとされている 。

【参考文献】

著者 ， 著者 ， 著者 ： 論文ﾀｲﾄﾙまたは書籍名 ． 雑誌名 発行年

巻 ﾍﾟｰｼﾞ 例

著者 ， 著者 ， 著者 ： 論文ﾀｲﾄﾙまたは書籍名 ． 雑誌名 発行年

巻 ﾍﾟｰｼﾞ 例

７．方法及び結果は必ず過去形で書くこと。

８．結果の項目には、結果をありのままに書くこと。必要に応じて図・表を用い読み手

がわかりやすいものに心掛けること。

９．理論とは違った結果が得られた場合には、そのような結果になった理由について、

考察に記載すること。

．結果から言えることは結論として述べること。

．文字は丁寧に書き、修正液等は極力使用しないこと。また、読みやすくわかりやす

い、評価に値するレポートの作成に努めること。

〔評価〕

１．レポートの評価は、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ 不可又は再提出 とする。

２．レポートは、実習担当者の指定期日に必ず提出すること。提出が期日より遅れた場

合は減点対象とする。

３ 他人のレポートを複写したり、インターネットサイトからの複写等の行為があった

場合は、評価の対象外とする。

保保健健師師国国家家試試験験受受験験資資格格取取得得科科目目履履修修要要項項

保健師国家試験受験資格取得希望者は、学則第 条、別表 に規定された （１）の科目を履修し、

その単位を修得しなければならない。また、保健師国家試験受験資格取得と共に養護教諭二種免許取得

を希望する場合は ．（２）の科目を履修し、その単位を修得しなければならない。

１．（１）保健師国家試験受験資格に必要な科目（学則第 条、別表 、看護学 群・ 群科目）

疫学 単位

保健統計学 単位

保健医療福祉行政論Ⅰ 単位

健康政策論 単位

公衆衛生看護学概論 単位

＊公衆衛生看護支援技術Ⅰ 単位

＊公衆衛生看護支援技術Ⅱ 単位

＊公衆衛生看護対象論Ⅰ 単位

＊公衆衛生看護対象論Ⅱ 単位

＊公衆衛生看護展開論 単位

＊公衆衛生看護管理論 単位

＊地域健康危機管理論 単位

＊学校保健・産業保健 単位

＊保健医療福祉行政論Ⅱ 単位

＊公衆衛生看護学実習 単位

計 単位

以上のうち、＊印がついた科目は卒業単位に含まれない。

（２）養護教諭二種免許取得も希望する場合に必要な科目

情報処理Ⅰ 単位

データサイエンス基礎 単位

英語Ⅰ 単位

医療英語 単位

日本国憲法 単位

スポーツと健康Ⅰ 単位

スポーツと健康Ⅱ 単位

計 単位

２．履修者 名程度

３．履修期間 ～ 年次

４．履修希望資格

（１）各学年において履修すべき科目の単位を全て修得していること。

（２）履修する動機が明確であること。

（３）意欲的に学習する意志があること。

（４）健康管理の状態が良好であること（履修に不安がある場合は、事前に担当教員に相談してくだ

さい）。

（５）履修するための生活環境が調整されていること。

（６）履修に関するオリエンテーションを受けていること。

（７）公衆衛生看護学実習に必要な交通費等の費用を負担できること。
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５．履修方法

（１）入学時オリエンテーション及び履修希望者へのオリエンテーションに出席する（日時等は掲示

で知らせる）。

（２）履修希望届を定められた期間に教務課に提出する。

（３）指定したテーマに関する小論文を定められた期間に提出する（日時は掲示で知らせる）。

（４）履修が決定した者は履修登録を行う。

６．履修者調整基準と調整時期

（１）各学年の学習成績と学習姿勢等が良好であること。

（２）指定したテーマに関する小論文が的確に記述されていること。

（３）面接にて履修動機の確認および学習準備状況、健康管理の状態が良好であることを確認する。

（４）本調整は 年次前期終了後（ 月末頃予定）に実施する。

７．「公衆衛生看護学実習」の履修条件

（１）「公衆衛生看護学実習」を履修するには、１．に示した科目のうち「保健医療福祉行政論Ⅱ」「公

衆衛生看護学実習」を除く全ての科目の単位を配当年次において修得していなければならない。

（２） 年次前期までに配当されている全ての 群科目の臨地実習の単位を修得していることが望ま

しい。

８．履修料

履修料は定められた期間（ 年次前期履修登録期間）に納入する。

一旦納入された履修料はいかなる理由があっても返却しない。

※履修料 万円

９．「公衆衛生看護学実習」に必要な交通費

実習交通費は学生数、実習施設の受け入れ人数などから公衆衛生看護学実習 単位分の交通費を

年次前期に算出し指定期間に集金し、年度末に精算し、余剰金が発生した場合は返金する。

１群科目
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